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雰

十
一
一旦

三

つ

の

法

度

パ
ク
ス

・
ト
ク
ガ
ワ
ナ
を
支
え
た
法
制
を
作
っ
た
の
は
、

袈
裟
を
ま
と
っ
た
「徳
川
の
書
記
官
長
」
だ
っ
た
。

や
よ

う

ち

ま

さ

ゆ

き

山
内
昌
之

L
L

武
蔵
野
大
学
特
任
教
授

・

東
京
大
学
名
誉
教
授

一
、
偽
綸
旨
に
よ
る
紫
衣

元
和
元
年

（
三
ハ
一
五
）
の
禁
中

帰
に

公
家
中
諸
法
度
は
、
大

抵
の
人
び
と
に
徳
川
家
康
が
天
皇
か
ら
政
治
的
実
権
を
奪
う
根
拠

と
思
わ
せ
て
き
た
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
家
康
の
法
度
づ
く
り
を
悪

意
か
ら
眺
め
る
批
判
は
、
す

っ
き
り
と
気
軽
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
す
と
ん
と
胸
に
落
ち
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。　
一
見
さ
り
げ
な
く

思
え
る
外
見
の
柔
ら
か
く
滑
ら
か
な
バ
ラ
の
花
に
も
、
中
に
甲
虫

の
悪
意
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
、
中
傷
の
議
論
に
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い

（プ
ル
タ
ル
コ
ス

『
モ
ラ
リ
ア
』
１０
）。
三
百
五
十
年

の
平
和
を
可
能
に
し
た
根
拠
は
幕
府
法
だ
け
で
な
い
。
藩
や
寺
社

さ
ら
に
禁
裏
と
公
家
を
律
す
る
法
ひ
い
て
は
村
や
町
の
掟
は
、
パ

ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ナ

（徳
川
の
平
和
）
を
保
障
す
る
複
合
的
秩
序

を
形
づ
く

っ
て
き
た
。
捨
し
て
、
元
和
元
年
七
月
の
武
家

。
朝

廷

・
寺
院
の
三
法
度
は
複
合
国
家
日
本
を
統
合
す
る
公
儀
の
要
と

し
て
、
フ
」
の
月
は
正
に
法
度
整
備
の
観
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ

て
永
く
徳
川
時
代
を
通
ず
る
法
制
の
規
模
が
定
め
ら
れ
た
」
の
で

あ
る

（中
村
孝
也

『新
訂
・
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
二
）
。

さ
て
、
禁
色
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
身
分

船倒胤取嚇滅猟紺備朔競麟鞭↓Ⅵ購傲麒力ヽのつ色胸熱鮫曾ば
BUNGEISHUNJU 2018.12(Э 90)

将軍の世論己

麹
塵
は
、
天
皇
だ
け
に
着
用
が
許
さ
れ
る
禁
色
で
あ
る
。
徳
川
将

軍
の
秀
忠
と
家
光
は
浅
葱
と
萌
葱
の
色
を
好
ん
で
使

っ
た
の
で
こ

の
二
色
は
禁
色
扱
い
と
な
っ
た
。

身
分
制
社
会
で
い
ち
ば
ん
色
に
敏
感
な
の
は
、
仏
教
宗
派
の
住

持
（住
職
）
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
紫
衣
や
黄
衣
な
ど
の
法
衣

は
、
そ
の
色
合
い
で
僧
の
格
式
身
分
を
す
ぐ
理
解
で
き
る
可
視
的

階
層
秩
序
を
体
現
し
て
い
た
か
ら
だ
。
大
名
が
礼
式
で
着
用
す
る

装
束
の
違
い
や
色
合
い
も
同
じ
で
あ
る
。
最
上
級
の
紫
衣
は
み
だ

り
に
着
用
で
き
ず
、
天
皇
の
綸
旨
を
受
け
て
初
め
て
紫
衣
を
身
に

ま
と
え
た
。
幕
府
は
、
豊
臣
滅
亡
の
前
、
慶
長
十
八
年

（
三
全

三
）
に

「勅
許
紫
衣
之
法
度
」
を
出
し
、
勅
許
の
前
に
幕
府
の
許

可
を
得
る
義
務
を
定
め
た
。
紫
衣
認
可
は
、
幕
府
の
禁
裏
統
制
の

手
段
で
あ
り
、
宗
派
間
や
宗
派
内
の
権
力
闘
争
に
介
入
す
る
道
に

も
つ
な
が
っ
た
。
実
際
に
、
寺
院
の
方
で
も
杜
撰
な
紫
衣
の
授
受

を
し
て
い
た
事
例
も
多
く
、
幕
府
が
紫
衣
法
度
を
梃
子
に
諸
宗
諸

本
山
法
度
を
出
す
格
好
の
口
実
を
与
え
た
事
件
も
起
き
て
い
る
。

事
件
は
、　
一
報
が
三
宝
院
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
淡
路

島
の
真
言
宗
千
光
寺
が
無
勅
許
の
紫
衣
を
三
年
来
も
勝
手
に
着
用

し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
知
ら
せ
た
の
は
在
京
中
の
淡
路
の
安
楽

院
で
あ
っ
た

（慶
長
廿
年
六
月
五
日
付
板
倉
勝
重

。
崇
伝
宛
安
楽
院

勢
与
書
状

『新
訂
・
本
光
国
師
日
記
』
第
二
）。
千
光
寺
は
淡
路
島

西
国
三
十
三
ヶ
所
札
所
の
第

一
番

・
先
山
千
光
寺
に
違
い
な
い
。

住
持
の
名
は
隆
盛
と
い
っ
た
。
他
方
、
三
宝
院
と
は
門
跡
寺
院
に

し
て
醍
醐
寺
座
主
と
真
言
宗
醍
醐
派
管
長
を
兼
ね
る
三
宝
院
を
指

す
。
三
宝
院
は

「不
届
事
」
な
の
で

「御
奉
行
衆
」
に
回
牒
せ
よ

と
答
え
た
。
紫
衣
の
無
断
着
用
と
は
筋
の
悪
す
ぎ
る
話
で
あ
り
、

下
手
す
れ
ば
己
の
身
に
も
火
の
粉
が
か
か
っ
て
く
る
。
幕
府
の
寺

社
行
政
を
与
る
金
地
院
崇
伝
と
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝
重
と
い
う

煩
さ
型
に
手
を
突
っ
込
ま
れ
て
は
叶
わ
な
い
。
万
事
は
幕
府
に
任

せ
る
と
逃
げ
を
打
っ
た
の
だ
。
果
た
し
て
安
楽
院
の
知
ら
せ
を
受

け
た
崇
伝
と
板
倉
は
、
千
光
寺
に
即
時
上
洛
を
厳
命
し
た

（慶
長

廿
年
六
月
五
日
付
安
楽
院
書
状
、
同
六
日
付
千
光
寺
宛
板
倉
勝
重

・

崇
伝
書
状

『新
訂

・
本
光
国
師
日
記
』
第
二
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐＞

と
に
か
く
家
康
は
、
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
真
言
宗
寺
院

　

●

を
警
成
し
て
い
た
。
家
康
の
統
制
は
、
早
く
も
慶
長
六
年

（
〓
ハ

○
ご

二
月
に
高
野
山
法
度
条
々
を
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
目

的
は
、
高
野
三
方
と
い
う
学
侶

（密
教
学
の
研
究
と
祈
蒲
の
集

団
）、
行
人

（寺
院
管
理
と
法
会
実
務
を
仕
切
る
集
団
）、
聖

（全
国

を
行
脚
し
て
高
野
山
信
仰
を
広
め
る
集
団
）
を
分
割
し
続
制
を
容
易

に
す
る
点
に
あ
っ
た
。

二
条
城
で
は
千
光
寺
の
詮
議
と
並
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
関
東

天
台
宗
東
叡
山
の
天
海
僧
正
が
家
康
や
崇
伝
の
前
で
、
上
方
の
名

刹
住
持
ら
を
相
手
に
天
台
宗
以
外
に

「紫
衣
を
着
く
べ
か
ら
ず
」

「
そ
の
う
え
僧
正
に
任
ぜ
ず
」
と
言
い
切
っ
た
。
さ
す
が
に
真
言


